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〔１１月２８日〕  

 皆さん、おはようございます。  

ただいまの出席議員数は１０名であり、定足数に達しておりますので、令和５年第６回厚沢部

町議会臨時会を開会します。（１０：００）  

 これより本日の会議を開きます。  

 日程第１  会議録署名議員の指名を行います。  

 会議録署名議員は会議規則第１１８条の規定により、１番  中山俊勝  議員、８番  松村松雄  議

員の２名を指名します。  

 日程第２  諸般の報告、日程第３  一般行政報告につきましては、別紙印刷して差し上げてお

りますので、朗読及び説明を省略します。  

 日程第４  会期の決定について、議題とします。  

 お諮りします。本臨時会の会期並びに議会運営については、所管の議会運営委員会において協

議されておりますので、委員長から報告を求めることにしたいと思います。これに御異議ありま

せんか。（異議なしの声あり）  

 異議なしと認めます。  

 委員長の報告を求めます。  

 中山委員長  

 議会運営委員会の委員長報告を申し上げます。  
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 本日１１月２８日、議会運営委員会を開催いたしました。本日をもって招集されました令和５

年第６回厚沢部町議会臨時会の運営につきましては、議事日程によることとし、会期について

は、本日１日間とすることに決定しましたので、報告いたします。  

 なお、提出案件の審議については、質問者、答弁者とも簡潔明瞭な質疑、応答を心がけ、円滑

な議会運営を行いますよう御協力をお願いし、委員長報告といたします。  

 お諮りします。本臨時会の議会運営については、委員長報告のとおりとし、会期は本日１日間

にしたいと思います。これに御異議ありませんか。（異議なしの声あり）  

 異議なしと認めます。したがって、会期は本日１日間と決定しました。  

 提出案件は、補正予算案５件、条例の一部改正案３件であります。  

 町長から提案理由の説明について、発言を求められておりますので、これを許します。  

 町長  

 令和５年第６回厚沢部町議会臨時会の開会にあたり一言ご挨拶と、提案理由を申し上げます。  

はじめに、今月１９日に乙部町花磯地区で発生した火災では、住宅と倉庫など合わせて建物８

件が全焼しました。消火までに約９時間を要しましたが、住民は避難し人的な被害はありません

でした。厚沢部消防署からも消防車両と署員３名が消火支援のため出動したところであります。

火災にあわれた方々には、衷心よりお見舞い申し上げます。  

さて、この度、国土交通省などが主催する、創意工夫で古世ある地域の確保と育成に取り組ん

だ優良事例を表彰する、「地域づくり表彰」が発表され、厚沢部町の保育園留学推進協議会が最

高賞の「国土交通大臣賞」を受賞しました。保育園留学関係では、８月の日本子育て支援大賞に
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続いての受賞であり、改めて保育園留学の取組が、移住・交流につながるとして高い評価を受け

たものと実感しています。今後も、さらなる充実に向け「保育園留学の寮」の建設など、利用者

が過ごしやすい環境整備を図っていきたいと思っております。  

次に、本臨時会に提案いたします案件は、補正予算案５件、条例の一部改正案３件の計８件で

あります。補正予算の内容につきましては、人件費予算の増減で、人事異動と令和５年度人事院

勧告に伴う給料等の増減であります。  

議案第１号の令和５年度厚沢部町一般会計補正予算につきましては、４０４１万７千円を減額

し、予算の総額を４６億４６８９万円とするものであります。  

議案第２号の令和５年度厚沢部町国民健康保険事業特別会計補正予算につきましては、１０７

万２千円を減額し、予算の総額を５億１１８９万３千円とするものであります。  

議案第３号の令和５年度厚沢部町介護保険事業特別会計補正予算につきましては、４７万９千

円を減額し、予算の総額を７億３５９万４千円とするものであります。  

議案第４号の令和５年度厚沢部町簡易水道事業会計補正予算につきましては、３２万６千円を

減額し、予算の総額を２億８４０２万３千円とするものであります。  

議案第５号の令和５年度厚沢部町農業集落排水事業特別会計補正予算につきましては、３２万

６千円を減額し、１億３７６１万円とするものであります。  

議案第６号の厚沢部町議会の議員の議員報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例

の制定について、議案第７号の特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の一部を

改正する条例の制定について、議案第８号の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の制
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定につきましても、令和５年度の人事院勧告に基づきまして、職員の給料及び期末・勤勉手当

等、関係条例の一部を改正するものであります。  

以上が、本臨時会に提案いたしました議案の概要であります。詳細につきましては、副町長、

関係課長に説明にあたらせますので、ご審議の上、ご賛同賜りますよう、宜しくお願い申し上げ

ます。  

 これより議事に入ります。  

 日程第５  議案第１号令和５年度厚沢部町一般会計補正予算、議題とします。  

議案の説明を求めます。  

 総務財政課長  

 議案第１号の令和５年度厚沢部町一般会計補正予算について、説明いたします。（議案内容説

明記載省略）  

 説明が終わりましたので、質疑に入ります。  

 最初に、歳入全般について質疑ありませんか。ページ数は４ページから６ページまでです。  

 １０番、佐々木議員  

 ５ページです。財調の減額といった、主な要因は何なんでしょうか。  

 総務財政課長  

 今回の補正予算は、町長の提案理由にもありましたとおり、人事院勧告等、そして人事異動等

による人件費の減額ということでありまして、当初予算で財政調整基金を３億円程繰り入れてい

るという予算でありまして、今回、減額でありましたので、この繰入金を減らすといった補正予
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算を組ませていただきました。以上です。  

 １０番、佐々木議員  

 それじゃあ、町政、事務執行、大きな事業中止とかそういった要因の減額でないということで

判断してよろしいんでしょうか。  

 総務財政課長  

 あくまでも、財政調整基金繰入金ですので、新年度、当初予算組んだ時の財源を調整する基金

として繰り入れる予算でありましたので、今回をそれを減額して、補正とさせていただきまし

た。以上です。  

 歳入全般について、他に質疑ありませんか。  

 それでは次に、歳出の質疑に入ります。  

 最初に、１款議会費について質疑ありませんか。ページ数は７ページです。  

 次に、２款総務費について質疑ありませんか。ページ数は８ページから９ページまでです。  

 ２番、高田議員  

 ９ページの報償費のところですね、地域おこし協力隊報償費が２０万ほど出ています。これの

内訳の説明をお願いします。  

 総務財政課長  

 地域おこし協力隊報償費の増額でありますけども、こちらは公営塾の講師の先生２名分であり

ます。公営塾の講師の人件費の財源として、協力隊の財源を充てているんですけども、協力隊の

財源ということは、特別交付税で措置されるというものでありまして、公営塾の先生の分の今回
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の給料の見直し、改定でありまして、８４００円が月額増額となりまして、８４００円かける１

２か月かける２名分ということで、２０万２千円の増額を計上させていただいております。  

 ２番、高田議員  

 要するに、簡単に言うと給料を上げたという話ですね。そこの分を、こっちから出すというふ

うなご説明ですよね。  

 総務財政課長  

 そのとおりでありまして、協力隊の中でも、公営塾の講師につきましては、一般職ですとか会

計年度任用職員と同じく、給料表を基準として給料を支給しておりますので、今回増額にあた

り、この講師２名分も給料を上げるという予算であります。  

 他に、２款総務費について質疑ありませんか。  

 それでは、３款民生費について質疑ありませんか。ページ数は１０ページです。  

 次に、４款衛生費について質疑ありませんか。ページ数は１１ページです。  

 次に、６款農林水産業費について質疑ありませんか。ページ数は１２ページです。  

 それでは、質疑を終結します。  

 討論に入ります。（ありませんの声あり）  

 討論を終結します。  

 議案第１号、原案どおり決したいと思います。これに御異議ありませんか。（異議なしの声あ

り）  

 異議なしと認めます。したがって、議案第１号令和５年度厚沢部町一般会計補正予算、原案ど
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おり可決されました。  

 日程第６  議案第２号令和５年度厚沢部町国民健康保険事業特別会計補正予算、議題としま

す。  

 議案の説明を求めます。  

 住民税務課長  

議案第２号の令和５年度厚沢部町国民健康保険事業特別会計補正予算（第２号）について、説

明いたします。（承認内容説明記載省略）  

説明が終わりましたので、質疑に入ります。（発言する声なし）  

歳入、歳出全般について質疑ありませんか。ページ数４ページから５ページまでです。  

それでは、質疑を終結します。  

討論に入ります。  

討論を終結します。  

議案第２号、原案どおり決したいと思います。これに御異議ありませんか。（異議なしの声あ

り）  

異議なしと認めます。  

したがって議案第２号令和５年度厚沢部町国民健康保険事業特別会計補正予算、原案どおり可

決されました。  

日程第７  議案第３号令和５年度厚沢部町介護保険事業特別会計補正予算、議題とします。  

 議案の説明を求めます。  
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 保健福祉課長  

議案第３号の令和５年度厚沢部町介護保険事業特別会計補正予算（第２号）について、説明い

たします。（承認内容説明記載省略）  

説明が終わりましたので、質疑に入ります。（発言する声なし）  

歳入、歳出全般について質疑ありませんか。ページ数４ページから６ページまでです。  

それでは、質疑を終結します。  

討論に入ります。  

討論を終結します。  

議案第３号、原案どおり決したいと思います。これに御異議ありませんか。（異議なしの声あ

り）  

異議なしと認めます。  

したがって議案第３号令和５年度厚沢部町介護保険事業特別会計補正予算、原案どおり可決さ

れました。  

日程第８  議案第４号令和５年度厚沢部町簡易水道事業特別会計補正予算、議題とします。  

 議案の説明を求めます。  

 建設水道課長  

議案第４号の令和５年度厚沢部町簡易水道事業特別会計補正予算（第１号）について、説明い

たします。（承認内容説明記載省略）  

説明が終わりましたので、質疑に入ります。（発言する声なし）  
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歳入、歳出全般について質疑ありませんか。ページ数４ページから５ページまでです。  

それでは、質疑を終結します。  

討論に入ります。  

討論を終結します。  

議案第４号、原案どおり決したいと思います。これに御異議ありませんか。（異議なしの声あ

り）  

異議なしと認めます。  

したがって議案第４号令和５年度厚沢部町簡易水道事業特別会計補正予算、原案どおり可決さ

れました。  

日程第９  議案第５号令和５年度厚沢部町農業集落排水事業特別会計補正予算、議題としま

す。  

 議案の説明を求めます。  

 建設水道課長  

議案第５号の令和５年度厚沢部町農業集落排水事業特別会計補正予算（第２号）について、説

明いたします。（承認内容説明記載省略）  

説明が終わりましたので、質疑に入ります。（発言する声なし）  

歳入、歳出全般について質疑ありませんか。ページ数４ページから５ページまでです。  

それでは、質疑を終結します。  

討論に入ります。  
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討論を終結します。  

議案第５号、原案どおり決したいと思います。これに御異議ありませんか。（異議なしの声あ

り）  

異議なしと認めます。  

したがって議案第５号令和５年度厚沢部町農業集落排水事業特別会計補正予算、原案どおり可

決されました。  

日程第１０  議案第６号厚沢部町議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を

改正する条例の制定について、議題とします。  

議案の説明を求めます。  

 総務財政課長  

議案第６号の厚沢部町議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を改正する条

例の制定について、説明いたします。（承認内容説明記載省略）  

説明が終わりましたので、質疑に入ります。（発言する声なし）  

それでは、質疑を終結します。  

討論に入ります。  

討論を終結します。  

議案第６号、原案どおり決したいと思います。これに御異議ありませんか。（異議なしの声あ

り）  

異議なしと認めます。  
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したがって議案第６号厚沢部町議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を改

正する条例の制定について、原案どおり可決されました。  

日程第１１  議案第７号特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の一部を改正

する条例の制定について、議題とします。  

議案の説明を求めます。  

 総務財政課長  

議案第７号の特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の一部を改正する条例の

制定について、説明いたします。（承認内容説明記載省略）  

説明が終わりましたので、質疑に入ります。（発言する声なし）  

それでは、質疑を終結します。  

討論に入ります。  

討論を終結します。  

議案第７号、原案どおり決したいと思います。これに御異議ありませんか。（異議なしの声あ

り）  

異議なしと認めます。  

したがって議案第７号特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の一部を改正す

る条例の制定について、原案どおり可決されました。  

日程第１２  議案第８号職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の制定について、議題

とします。  
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議 長  

議案の説明を求めます。  

 総務財政課長  

議案第８号の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の制定について、説明いたしま

す。（承認内容説明記載省略）  

説明が終わりましたので、質疑に入ります。（発言する声なし）  

４番、上戸議員  

職員の給与に関する条例の改定については、特段の意見はないんですけど、以前に、職員の給

料に関する質問をさせていただいたときにですね、厚沢部の職員の給料レベルが管内の他町村の

レベルの真ん中あたりだというように伺ったんですけども、それで間違いがないかお答え願いた

いと思います。  

総務財政課長  

管内の給料の状況でありますけども、数字的にいきますと管内で下から２番目の位置にいると

いうことであります。以上です。  

４番、上戸議員  

なにか、がっかりしたんですけども、以前聞いたときよりももっと低くて、管内で下から２番

目。昨今ですね、民間の給料も上がって、なかなか、こういう給料レベルでは職員の応募も少な

いと思うんですけども、町長が新しくなってですね、こういう実態を踏まえまして、是正する考

えがあるのかどうかということを伺いたいと思いますので、よろしくお願いします。  

町長  
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職員の給料、今、数字的にいうとラスパイレス指数というもので計算されているという、今の

数字の回答だったということであります。うちの給与条例は、国に準じているということで、ど

こも同じ給与条例だということで、上がり方もみんな同じなんですね。ただ、いままで、職員の

昇格等で、町に就職してから何年経ったら上がるというような、その上がり方が、過去、何年か

は他町に比べて、おそらく、長くかかってたんだろうなと、昇格する期間がですね。ですから、

今、いきなり給料を上げるということにはなりません。ただ、これからの若い職員もやる気を出

してもらうための一つの手段ということで、昇格と。昇格すると給料が上がるということがあり

ますので、その辺も、来年度以降に向けてですね、検討したいと思っています。  

４番、上戸議員  

やっぱり、給料というのは、貰ってしまえばこれくらいかなと思うんですけども、やはり、他

の町村だとか、そういう職種の人と比べるんですよね。ですから、それでやる気が出るっていう

わけでもないんでしょうけども、励みにもなるということもあってですね、今、町長が来年度以

降にいろいろ昇格だとを検討されるというようなお話もありましたけど、できれば、せめて真ん

中、上位の方になるくらい頑張って引き上げてやっていただきたいと思いますけども、もう一度

町長の固い決意を伺いたいと思いますので、宜しくお願い致します。  

町長  

先ほど言った、ラスパイレス指数というのは経験年数で、５年刻みで給料を平均で出していく

ということなんで、たまたま、５年刻みのところに低い人がいて、次の年になったらずれていく

と、上がることもあるんですね。基本的に、いつも低いところにいるかというのは、わかりませ
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んけども、下から２番目ということは、間違いなく低いというふうに思っています。今、上戸議

員仰られたように、新年度以降、職員の給与についてもいろいろ検討していきたいと思っていま

す。  

他に質疑ありませんか。  

それでは、質疑を終結します。  

討論に入ります。  

討論を終結します。  

議案第８号、原案どおり決したいと思います。これに御異議ありませんか。（異議なしの声あ

り）  

異議なしと認めます。  

したがって議案第８号職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の制定について、原案ど

おり可決されました。  

 以上で、本臨時会に提出された案件の審議、全部終了しました。  

これをもって、会議を閉じたいと思います。  

 令和５年第６回厚沢部町議会臨時会、閉会いたします。ご苦労様でした。（１０：４７）  

 

 

 

 

 


